
仙台市職員共済組合インフルエンザ予防接種助成要領

（平成２９年８月１４日事務局長決裁）

第１ 目的

この要領は、仙台市職員共済組合（以下「共済組合」という。）が組合員

に対して実施するインフルエンザ予防接種助成事業に関し必要な事項を定

めることを目的とする。

第２ 事業概要

   インフルエンザ予防接種（以下「予防接種」という。）を受診した組合員

に対し、予防接種費用の一部を助成する。

第３ 助成対象者

助成対象者は、組合員本人（任意継続組合員及び継続長期組合員を除く）

とする。

第４ 助成金額及び回数

助成金額は、予防接種１回に対し１，０００円とし、助成回数は、年度

内１人１回を限度とする。

ただし、予防接種の自己負担額が１，０００円に満たない場合は、当該

自己負担額を助成する。

第５ 助成対象期間

実施年度内１月末日までに受けた予防接種を助成対象とする。

第６ 助成金の申請

様式１のインフルエンザ予防接種助成金申請書に、領収書原本を添付し、

共済組合へ提出する。

第７ 申請期間

助成金の申請期間は、１０月１日から２月５日（共済組合必着）までと

する。

第８ 助成金の交付

共済組合は、申請期間の毎月２０日までに申請を受け付けたものについ

て、内容を審査のうえ、翌月２５日に助成金を組合員に交付するものとす

る。

なお、１月２１日から２月５日までに申請を受け付けたものについては、

２月２５日に交付するものとする。

ただし、２５日が銀行の営業日でない場合は翌営業日に交付するものと

する。



附則

この要領は、平成２９年８月１４日から実施する。

附則（令和２年９月１６日改正）

この要領は、令和２年９月１６日から実施する。

附則（令和４年９月１３日改正）

この要領は、令和４年９月１３日から実施する。


